
株式会社 但馬銀行 

自由金利型定期預金（Ｍ型）（複利型） 
平成２１年３月３１日現在 

１．商 品 名 ・自由金利型定期預金（Ｍ型）（複利型）（愛称：スーパー定期） 
２．ご利用いただける方 ・個人のお客さま 
３．期    間 ・３年・４年・５年 

・預入時のお申し出により自動継続（元金継続または元利金継続）のお取

扱いができます。 
４．お預入れ方法 

（１）お預入れ方法 

（２）お預入れ金額 

（３）お預入れ単位 

 
・一括お預入れ 
・１００円以上 
・１円単位 

５．払 戻 方 法  ・満期日以後に一括して払戻しできます。 
６．利    息 

（１）適用金利 

 

 

 

（２）利払方法 

（３）計算方法 

 

（４）課 税 

 
・市場金利に基づき設定した預入時の店頭表示利率を満期日まで適用しま

す。 
 なお、金利については店頭の金利表示ボードまたは窓口でご確認くだ

さい。 
・満期日以後に一括してお支払いします。 
・付利単位を１円とし、預入日から解約日の前日までの日数により計算し

ます。 （６ヵ月毎の複利計算） 
・利息に２０％（国税１５％、地方税５％）の分離課税が適用されます。 

７．手 数 料 ・定めはありません。 
８．付加できる  

  特 約 事 項  

・自動継続扱のものは総合口座の担保とすることができます。 
 なお、貸越利率は担保定期預金の約定利率に０．５０％上乗せした利率 
 です。 
・法令に定められた条件を満たすお客さまの場合はマル優のお取扱いがで

きます。 
９．中途解約時の 

取扱い 

・満期日前に解約される場合は、別紙「中途解約利率」により６ヵ月毎の

複利で計算した利息とともにお支払いします。 
・預入日から１年経過後は１０，０００円以上１円単位で一部中途解約が

できます。       
 この場合、一部解約後の残高については､当初の約定利率によりお取扱

いします。ただし、一部解約後の残高が当初の金額階層区分を下回る場

合（当初の元金額が３００万円以上で、一部解約後３００万円未満とな

るような場合）は、お取扱いできません。 
10．その他参考と 

  なる事項 

・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率によ

り計算します。 
・証書または通帳によるお取扱いができます。 
・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 
・総合口座にお預入れの場合は、満期日の到来をお知らせする「定期預金

の期日案内書」は作成いたしません。 
 



株式会社 但馬銀行 

（別紙） 
中   途   解   約   利   率 

（自由金利型定期預金（Ｍ型）（複利型）） 
 
預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切

捨て）を適用いたします。 
 

 
（１）預入日の３年後の応当日を満期日とした預金の場合 
 ① ６ヵ月未満・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 
② ６ヵ月以上１年未満・・・・・約定利率×２０％ 
③ １年以上１年６ヵ月未満・・・約定利率×２０％ 
 ④ １年６ヵ月以上２年未満・・・約定利率×３０％ 
⑤ ２年以上２年６ヵ月未満・・・約定利率×４０％ 
⑥ ２年６ヶ月以上３年未満・・・約定利率×５０％ 
 

（２）預入日の４年後の応当日を満期日とした預金の場合 
 ① ６ヵ月未満・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 
② ６ヵ月以上１年未満・・・・・約定利率×１０％ 
③ １年以上１年６ヵ月未満・・・約定利率×２０％ 
 ④ １年６ヵ月以上２年未満・・・約定利率×３０％ 
  ⑤ ２年以上２年６ヵ月未満・・・約定利率×４０％ 
  ⑥ ２年６ヵ月以上３年未満・・・約定利率×４０％ 
⑦ ３年以上４年未満・・・・・・約定利率×６０％ 
 

（３）預入日の５年後の応当日を満期日とした預金の場合 
 ① ６ヵ月未満・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 
② ６ヵ月以上１年未満・・・・・約定利率×１０％ 
③ １年以上１年６ヵ月未満・・・約定利率×１０％ 
 ④ １年６ヵ月以上２年未満・・・約定利率×１０％ 
  ⑤ ２年以上２年６ヵ月未満・・・約定利率×２０％ 
  ⑥ ２年６ヵ月以上３年未満・・・約定利率×２０％ 
  ⑦ ３年以上４年未満・・・・・・約定利率×５０％ 
⑧ ４年以上５年未満・・・・・・約定利率×７０％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


